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裁判所における情報セキュリティ
とITについて

（情報政策課からの説明）
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最高裁判所事務総局情報政策課

情報セキュリティ室長兼参事官
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本日の予定

1情報セキュリティについて

(1)主要な情報セキュリティリスク

(2)情報セキュリティ確保の必要性

(3)情報セキュリティポリシー

2裁判所のIT
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(利)パソコン

･職員貸与パソコン

･インターネット閲覧専用パソコン

※飲み物をこぼすなどしてパソコンを殼損

させることのないよう十分に注意
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(2)J･NETポータル

J･NETポータルとは．■･職員用ボータルサイト

を！※で日で回以上，
闇,セキュヅティの重要I"報をチェック）〈

K主なコンテンツョ

・最高裁各局課等からのお知らせ

・高地家簡裁掲示板

・裁判集等データベースⅡ

・規則集等データベースⅡ

・事件情報データベース

・司法研修所情報データベース(ケンサン）
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(4)民事裁判のIT化
／
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,主張･証拠をオンライン提出に一本化

‘手数料の電子納付･電子決済

･訴訟記録を電子記録に一本化

÷

詞

…雪？
(e-CaSe
Management) '､:

p

旬

色霞
『河

辞竺 一 ﾛ .. ．－－ ､一世一一一一一一一

１
１
１

１
口
Ｆ

６
－郵

ｅ
に

･ｳｪブ会議･テレビ会議の導入･拡大

,口頭弁論期日（第1回期日等）の見直し
･争点整理段階におけるITツールの活用

議の導入,拡大

11回期日等）の見直し

ﾅるITツールの活用
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裁判手続等のIT化の主な内容



1
利用者目線から望まれる裁判IT化のブﾛｾｽのｲﾒｰｼﾞ
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新法に基づく弁論･争点整理等の運用
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ｵﾝﾗｲﾝでの申立て等の運用
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IT化された民事訴訟手続のｲメージ

アッブロード等 訴訟記録は全て電子ヂｰﾀ化し，紙
媒体は用いない（裁判所及び双方
当事者は随時ｱｸｾｽしてﾘｱﾙﾀｲﾑ

で情報を共有･交換すること力同能）

ｱﾂプﾛｰド等 オンライン ﾌﾌｯﾌﾛｰド等

訴えの提起
控訴の提起記録の閲覧等

手数料の納付等

電子納付（郵券や

印紙は用いない）印紙は用いない）
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控訴審でも一審

に準じてIT化
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ITを最大限活用した審理

オンラインで共有･交換

する主張･証拠を見ながら

口頭議論

整理結果を直ちに共有
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含む記録I
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の電子化に即
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1 ｵﾝﾗｲﾝで応訴意思等を確認す I

l ることにより形式的な第'回口頭 i
l 弁論期日をなくす仕組み等も検討I
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サーバURL･ユーザ

IDやパスワード等

のアクセス情報

訴えに対する

答弁(応訴）
控訴の提起記録の閲覧等

ｱｯフﾛｰド等 ｱｯﾌﾛｰド等オンラインｱッブロード
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